
「施設基準 医療DX推進体制整備加算」に係る掲示物

医療DX推進体制整備加算について

2026年1月1日更新

加算 点数

医療DX推進体制整備加算１（初診時） 12点

医療DX推進体制整備加算２（初診時） 11点

医療DX推進体制整備加算３（初診時） 10点

当院では令和8年1月1日から「医療DX推進体制整備加算加算」を算定
しております。

オンライン請求およびオンライン資格確認を行う体制を有し、患者さ
んの診療情報（受診歴・薬剤情報・特定健診情報、その他必要な診療
情報）を取得・活用することにより、質の高い医療の提供が可能とな
ります。

正確な情報を取得・活用するためにマイナ保険証の利用にご協力をお
願いいたします。

※算定点数は、マイナ保険証利用率に応じて月ごとに変動します。



「施設基準 医療情報取得加算」に係る掲示物

医療情報取得加算について

当院では、オンライン請求およびオンライン資格確認を行う体制を有し、患
者さんの診療情報（受診歴・薬剤情報・特定健診情報・その他必要な診療情
報）を取得・活用することにより、質の高い医療の提供が可能となります。

厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に伴い、下記のとおり診療報酬点数を算
定いたします。

公立甲賀病院

○初診時 １点

○再診時（３ヶ月に１回に限り算定） １点

今後も正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願
いいたします。
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